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令和 6年 4月 1日現在 

 

開発事業主（代理人）・電気工事店の皆様へ 

 

清瀬市  

 

住宅開発における新設街路灯・公園灯の電気使用申込み等について（ご案内） 

 

 開発事業主（代理人）・電気工事店の皆様におかれましては、住宅開発において街路灯・公園灯を新た

に整備することになった場合、その電気使用申込み等について、下記及び別紙のとおりご対応いただき

ますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．案内概要 

  本件は、住宅開発（民間事業）において、清瀬市が今後管理する街路灯・公園灯を新たに整備いた

だくため、その電気使用申込み等の対応方法についてご案内いたします。 

  なお、清瀬市が今後管理するものは、市道に面した新設街路灯、公園内の新設公園灯が対象となり

ます。私道に面した新設街路灯は対象外となりますのでご留意ください。 

  また、当該街路灯・公園灯の管理に係り、開発事業主から市への移管手続きが完了するまでの期間

は、開発事業主の方で管理を行い、電気使用料金をお支払いいただくことになるため、当該電気使用

申込時は開発事業主の名義としてください。（誤って清瀬市の名義としないようにご留意ください。） 

  

２．対応方法（要約） 

（１）整備状況確認（開発事業主（代理人）・電気工事店） 

   清瀬市が今後管理する新設街路灯・公園灯のみが対象となりますので、開発地内での該当整備箇

所等を両者でご確認ください。 

（２）電気使用申込み（電気工事店） 

東京電力の電気使用申込みとして、①契約情報登録（東京電力エナジーパートナー）と②設備情

報登録（東京電力パワーグリッド）を行っていただき、電気使用申込みが完了したこと（電気使

用が開始したこと）を証する書類をご用意いただき、開発事業主（代理人）にお渡しください。 

（３）管理移管手続き（開発事業主（代理人）） 

   上記書類と公共施設等の移管書類一式を揃えて清瀬市にご提出ください。 

※対応方法等の詳細は別紙（２ページ目以降）をご確認ください。 

 

【お問い合わせ】 

・街路灯の整備に関すること 

道路交通課 道路交通係（042-497-2090・042-497-2096） 

・公園灯の整備に関すること 

水と緑と公園課 公園係（042-497-2098） 

・移管書類の提出等に関すること 

都市計画課 都市計画係（042-497-2093） 
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住宅開発における新設街路灯・公園灯の電気使用申込み等の対応方法 

 

（１）東京電力エナジーパートナーに対して、「契約情報登録（低圧申込登録）」をお願いいたします。 

 

 

①街路灯（市道内）の契約名義 

共架している電柱の所有者が 

・東京電力の場合→「電柱番号」 

・Ｎ Ｔ Ｔの場合→「電柱番号（N）」 

※記載例：「清瀬中里●（N）」 

※市道と私道が混在する開発地もあ

るので、市道の正確な位置等を道

路交通課（042-497-2090・

042-497-2096）に必ず確認の

上入力。 

住所は「電柱の設置場所」を入力。 

電話番号は「開発事業主のもの」を入力。 

※清瀬市の電話番号は入力しないこと！ 

請求者情報（名義・住所・電話番号）は 

「開発事業主のもの」を入力。 

※清瀬市の情報は入力しないこと！

（街路灯・公園灯の管理について、開

発事業主から市への移管手続きが完

了するまでの期間における電気使用

料金は、開発事業主の方でお支払い

いただくものであるため。） 

②公園灯の契約名義→「公園名」 

※記載例：「清瀬第●児童遊園」 

※公園の正式名称等を水と緑と

公園課（042-497-2098）に

必ず確認の上入力。 

チェック欄を入力。 

支払者名義は「開発事業主等」を入力。 

※清瀬市の情報は入力しないこと！ 

（街路灯・公園灯の整備について、

開発事業主の方で工事費等をお支

払いいただくものであるため。） 
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（２）引き続き、電気工事店と小売電気事業者（東京電力）の皆様で、東京電力パワーグリッドに対し

て、「設備情報登録（需要‐低圧申込登録）」をお願いいたします。 

（３）送配電事業者による工事が完了後、契約情報登録の申込内容の確認画面（東京電力エナジーパー

トナー）を開き、電気使用申込みが完了（電気使用が開始）したことを証する書類（『低圧お申込

み内容』）をご用意ください。 

 

 

 

①申込状況が「工事完了」になっていることを確認。 

②詳細を押して、低圧申込詳細情報表示の画面を表示。 

工事完了 

工事状況が「工事完了」で明示されていること。 

（送配電事業者による工事が完了した状態。） 

 

供給地点特定番号 

お客さま番号（開発事業主のもの） 

が明示されていること。 
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（４）開発事業主の代理人（測量会社等の方）が、下記の書類を揃えて清瀬市にご提出ください。 

   ※公共施設等の移管書類一式とともにご提出ください。 

書類名 必要部数 明示すべき事項 

『低圧お申込み内容』 

※電気使用申込みが完了（電

気使用が開始）したことを

証する書類 

各 3部 □ 

電気工事店の方で東京電力エナジーパートナーに申し込みを行った際の『低圧

申込内容』確認画面の写し（電気使用開始後に、電柱番号・供給地点特定番号・

お客さま番号・請求先名義・請求先住所が過不足無く明示されたもの。） 

『街路灯共架電柱位置図』 3部 □ 

開発事業主（代理人の測量会社等）が作成した『公共施設等の管理及び帰属に

関する図面』に市に帰属される街路灯を共架した電柱の位置と電柱番号を明

示。 

（５）移管手続きが完了後、清瀬市の方で東京電力エナジーパートナー（カスタマーセンター）に連絡

し、電気使用料金の支払名義を開発事業主から清瀬市に切り替えます。（支払名義の切り替えが

完了する日までの電気使用料金は、開発事業主の方でお支払いいただきます。なお、東京電力へ

の連絡が電話となる都合上で繋がりにくいことがあることから、移管完了時期と名義切替時期が

前後する可能性がありますので、予めご了承ください。） 

東京電力の欄が「工事完了」で明示されていること。 

（送配電事業者による工事が完了した状態。） 

印刷を押して、『低圧お申込み内容』を印刷。 

※1基につき 3部印刷してください。 

※申込履歴データは、工事完了（送電完了）

から３ヶ月後に、東京電力のシステム上で

自動削除されてしまうため、工事完了の把

握後は速やかに印刷してください。 


